
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の部活動発足式では、たくさんの１年生がそれぞれの部活

動に正式に入部しました。最初に校長先生から部活動の意義につ

いてのお話があり、その後、心得などを全員で確認しました。最後

は各部ごとに分かれミーティングを行いました。部活動を楽しみに

していた１年生もいよいよ本格的なスタートですね。部活動に入部

した人たちは、尾倉中学校の代表としてがんばってほしいです。１年

生は、部活動で先輩から多くを学び、技術はもちろん心も鍛えてい

ってほしいです。 

中学校の部活動は、学校教育の中で大きなウエイトを占めてい

ます。また、社会に出た時にその経験が役に立ち、生活の基盤とな

っていることも少なくありません。例えば、運動部の場合、勝利を目

指すことは、勝負をする上で重要な「目標」の一つではありますが、

「目的」ではないと思います。部活動での「目的」はどの部も共通

で、部活動を通して『中学生らしく生きることを学ぶこと』です。 

ただ、「目標」なくしては「目的」も達成できません。そのバランス

も重要です。このことを私たち教職員と保護者の皆様がしっかりと

ふまえ、生徒を支えてしていくことが大切ではないでしょうか。私た

ち尾倉中学校職員全員ですべての部活動を指導・応援するという

スタンスで臨みます。 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、尾倉中の生徒は毎日の学校生活に意欲をもっ

て取り組んでいます。さて、標記の件につきまして、教育委員会生徒指導・教育相談課より通知が

ありましたので、学校と保護者の方との共通理解事項としてお知らせします。 

１ 日常の安全管理、安全指導の徹底 

① 校地、運動場、校舎等のすべての施設・設備についての安全点検を適切に実施します。特に、

サッカーゴール、バスケットゴール、ハンドボールゴール、バスケットリング等の固定及び国旗等

掲揚ポール等の固定遊具の点検は確実に行います。 

② 防火シャッターの点検を確実に行います。 

③ 尾倉中の実情に合わせて、災害（地震、津波、土砂災害等学校に実態にあわせて）や危機（不

審者対応を含む）を想定した避難訓練、防犯訓練を学期に1回以上（年３回以上）実施する予

定です（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更になる場合があります）。 

④ 避難確保計画の見直し及び水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な、防災体制、避難誘導、施設の整備、防災・減災教育及び訓

練の計画と実施をする予定です（③に含める場合もあります）。 

⑤ 保護者、地域、関係機関との連携を図り、生徒の安全確保に努めます。（登下校についてはご

家庭でも話をされてください。不審者情報等はすぐに学校・警察に連絡してください） 

⑥ 本校教職員においては、安全計画の校内研修に危機管理についての研修等を位置付け、「事

前」、「発生時」、「事後」の三段階の危機管理に対応した校内研修を行います。 

⑦ 学校事故への対応についての校内研修を行い、首から上のけが（学校では判断しかねる場合）

については、速やかに保護者へ連絡し、救急車を要請するなど、医師の診断を必ず受けます（熱

中症による救急搬送の場合も同様です）。 

⑧ 「一斉メール配信」への登録を推奨しています。登録状況を確実に把握し、保護者への確実な

連絡体制を準備するために、ご協力をお願いします。 

２ すべての教育活動における生徒への安全指導の徹底と事故の未然防止 

① 各教科等においては、用具、教材・教具、薬品等の正しい扱い方を事前に指導します。 

② 部活動を含む屋外活動においては、生徒の能力に応じた適切な指導計画を立て、熱中症の予

防や光化学スモッグ、PM2.5に関する対応等に配慮し、休憩や休養日の適切な確保など、安全

に活動できるように指導します。また、部活動については、原則、土・日曜日のいずれか一方を休

養日とすることに加え、原則、平日（祝日を含む）に週当たりに１日以上の休養日を設定し、週当

たり２日以上の休養日を設定します（大会等の関係で部活動によって休養日が異なるケースも

あります。部活動顧問からの連絡を確認してください）。 

③ 学校行事においては、事前に綿密な計画を立て、事故の未然防止に努めます（今年度も新型

コロナウイルス感染症拡大のため、学校行事が大幅に変更になる場合があります）。 

３ 登下校中の安全確保 

① 校区内の安全点検を確実に行い、校区内安全マップや通学路安全マップの更新及び活用を

通して、危険箇所等の把握と生徒への安全指導、家庭・地域への情報発信を徹底します（特に

教育委員会からの通知については、学校通信やHP等で可能な限り配信します）。 

② 地域や保護者との連携や県警メールの活用等、地域で子どもを見守る体制を整備します（交

通の状況によっては八幡東警察署に依頼する場合もあります）。 
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＜学校教育目標＞ 
豊かな心をもち、健やかでたくましく行動する

生徒の育成～みんなで考え、みんなで取り組み、
みんなでつくる尾倉中学校～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 感性豊かで、意欲的、主体的に学習する生徒 
② 健康で明るく、思いやりのある生徒 
③ 礼儀正しく、奉仕の精神に満ちた生徒 
◇ 元気のいい挨拶・礼儀・身なり・学習規律と集

団生活における規律とマナー 

尾倉 
お ぐ ら ＜校訓＞ 

自主 

創造 

協力 

部活動発足式が行われました！ 

尾倉中における安全管理、指導の徹底及び事故対応ついて 


